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安城市指定生活支援通所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方 
針に関する基準要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、安城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２９

年４月１日施行）第３条第１号イ（イ）に規定する指定事業者による介護予防通

所サービス事業の人員、設備、運営及び取扱方針に関する基準に関し、必要な事

項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 
（１）指定生活支援通所サービス 通所型サービス事業のうち、介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第１４０条の６３

の２第１項第１号イに規定する旧介護予防通所介護に係る基準を緩和したサー

ビスをいう。 
（２）指定生活支援通所サービス事業 市が指定した指定生活支援通所サービスを

提供する事業をいう。 
（３）指定生活支援通所サービス事業者 指定生活支援通所サービスを提供する事

業者をいう。 
（４）指定介護予防通所サービス 省令第１４０条の６３の２第１項第１号イに規

定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。 
（５）指定介護予防通所サービス事業 市が指定した指定介護予防通所サービスを

提供する事業をいう。 
（６）指定介護予防通所サービス事業者 指定介護予防通所サービスを提供する者

をいう。 
２ 前項に定めるほか、この要綱において使用する用語は、介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）及び省令において使用する用語の例によ

る。 
（事業の一般原則） 

第３条 指定生活支援通所サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、

常に利用者の立場に立った指定生活支援通所サービスの提供に努めなければなら

ない。 
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２ 指定生活支援通所サービス事業者は、指定生活支援通所サービス事業の運営に

当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の指定生活支援通所サービス事

業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めな

ければならない。 
３ 指定生活支援通所サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 
４ 指定生活支援通所サービス事業者は、生活支援通所サービスを提供するに当た

っては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよ

う努めなければならない。 
（基本方針） 

第４条 指定生活支援通所サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、居宅要支援被保険者等（以下「居宅要支援被保険者等」という。）の要支

援状態の維持若しくは改善を図り、又は要支援状態若しくは要介護状態となるこ

とを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、レクリエーション、軽

運動等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 
（従事者の員数） 

第５条 指定生活支援通所サービス事業者が、指定生活支援通所サービス事業所ご

とに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）介護職員 指定生活支援通所サービスの単位ごとに、当該指定生活支援通所

サービスを提供している時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を当

該指定生活支援通所サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者

の数が１５人までの場合にあっては１以上、利用者の数が１５人を超える場合

にあっては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確

保されるために必要と認められる数 
（２）機能訓練指導員 １以上（機能訓練型に限る。） 
２ 指定生活支援通所サービス事業者は、指定通所介護事業者等（指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。

以下「指定居宅サービス等基準」という。）第９３条第１項に規定する指定通所

介護事業者又は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス等基準」
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という。）第２０条第１項に規定する指定地域密着型通所介事業者をいう。）又

は指定介護予防通所サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定生活支援通

所サービス事業と指定通所介護等（指定居宅サービス等基準第９２条に規定する

指定通所介護又は指定地域密着型サービス等基準第１９条に規定する指定地域密

着型通所介護をいう。）の事業又は指定介護予防通所サービス事業が同一の事業

所において一体的に運営している場合においては、それぞれ指定居宅サービス等

基準第９３条第１項から第７項まで、指定地域密着型サービス等基準第２０条第

１項から第８項まで又は安城市指定介護予防通所サービス事業の人員、設備、運

営及び取扱方針に関する基準要綱（平成３０年４月１日施行。以下「基準要綱」

という。）第５条第１項から第７項までに規定する基準を満たさなければならな

い。 
（管理者） 

第６条 指定生活支援通所サービス事業者は、指定生活支援通所サービス事業所ご

とに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定生活

支援通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活支援通所サー

ビス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職

務に従事することができるものとする。 
（設備及び備品等） 

第７条 指定生活支援通所サービス事業所は、指定生活支援通所サービスを提供す

るための区画を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に指定生活支援通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 
２  指定生活支援通所サービスを提供するための区画は、３平方メートルに利用

定員を乗じて得た面積以上とすること。  
３ 第１項に規定する設備は、専ら指定生活支援通所サービスの事業の用に供する

ものでなければならない。ただし、利用者に対する指定生活支援通所サービスの

提供に支障がない場合は、この限りでない。  
４ 指定生活支援通所サービス事業者が、指定通所介護事業者等又は指定介護予防

通所サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定生活支援通所サービス事業

と指定通所介護等の事業又は指定介護予防通所サービス事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準第９５

条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前
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３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
 （運営） 
第８条 基準要綱第８条から第３９条までの規定は、指定生活支援通所サービス事

業の運営に関する基準について準用する。 
 （取扱方針） 
第９条 基準要綱第４０条から第４４条までの規定は、指定生活支援通所サービス

事業の取扱方針に関する基準について準用する。この場合において、基準要綱第

４１条第９号中「１月」とあるのは、「３月」と読み替えるものとする。 
（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定め

る。 
附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 
 


